
 

1 

教育委員会定例会(２月)会議録 

 

日  時 令和８年２月２７日（金）１０時からの総合教育会議終了後 

 

場  所 久留米市役所本庁２０階 第３委員会室 

 

出席委員 井上 謙介（教育長）       江頭 理江（委員） 

内村 直尚（委員）        御厨 千秋（委員） 

富永 孝太朗（委員）       小田 まり子（委員）         

 

事務局  平田 敬一（教育部長）        廣松 和美（市民文化部長） 

     藤原 誠二（教育部次長）       古賀 裕二（市民文化部次長） 

四ヶ所 清隆（教育監）        東野 淳 （教職員課長） 

石橋 豊裕（教職員課人事管理担当課長） 

大鶴 浩子（教育センター所長）    原 早智子（教育部付課長） 

古閑 昭寛（学校規模担当課長）    猪飼 幸毅（教育部総務主幹） 

柿原 成徳（高校教育主幹）      渡辺 唯希（学校施設課長） 

中島 幸弘（学校施設課計画主幹）     

石橋 豊裕（教職員課人事管理担当課長）田中 浩之（学校教育課長） 

豊福 健一（学校教育課人権・同和教育担当課長） 

下川 嘉満（学校教育課指導主幹）    古賀 友理子（学校教育課学務主幹） 

原 英治（学校教育課主幹）      平塚  淳也（学校教育課教育支援 

主幹） 

深田 将  （学校保健課長）       小形 孝徳（学校給食共同調理所長） 

新村 敏 （教育ＩＣＴ推進課長）       井上 英俊（文化財保護課長）        

山口 嘉代（生涯学習推進課長）    今村 浩二（体育スポーツ課長）     

 

 

議  案 

第２号議案 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の申出の臨時代理に 

ついて 

第３号議案 令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出の臨時代理について 

第４号議案 久留米市手数料条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の臨時代理に 

ついて 

第５号議案 久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の 

臨時代理について 

第６号議案 令和８年度久留米市立高等学校教職員の人事異動について 

 当日配布 非公開 

第７号議案 令和８年度久留米市立学校教職員（管理職）の人事異動内申の臨時代理に 

ついて 当日配布 非公開 
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報告事項 

（１）教育委員会後援事業等に関する報告 

（２）（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会の設置について 

（３） 令和７年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について 

（４） 中学校部活動の地域移行（展開）に向けた取組状況について 

 

議案の審議に先立ち、第６号議案及び第７号議案については、非公開で審議することが

承認された。 

 

議案 

第２号議案 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の申出の臨時代理に 

ついて 

井上教育長 

 

ただいまから、「久留米市教育委員会２月定例会」を開会い

たします。 

それでは、議案の審議に入ります。 

「第２号議案 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係

る意見の申出の臨時代理について」を議題とします。事務局か

らの説明を求めます。 

 

教育部 

藤原次長 

市民文化部 

古賀次長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

富永委員 頂いた寄付金のうち、高額なものがありますが、なにか特別

な事情があるものでしょうか。 

学校教育課 

古賀主幹 

寄付者からの温かいご支援で頂いているものです。寄付金の

使途については、寄付者の要望を踏まえ決定しております。 

 

教育長 他にご質問はありませんか。 

（全委員） （なし） 
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井上教育長 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第２号議案 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に

係る意見の申出の臨時代理について」、賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第２号議案を原案のとおり承

認いたします。 

次に、「第３号議案 令和８年度教育費暫定予算に係る意見

の申出の臨時代理について」について議題といたします。 

 

第３号議案 令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出の臨時代理について 

 

井上教育長 

 

 この議案について、事務局からの説明を求めます。 

 

教育部 

藤原次長 

市民文化部 

古賀次長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

江頭委員 教育部の基本方針についてお尋ねします。掲げている「安全

で安心して学べる教育環境づくり」の目標のうち、将来負担を

残さないための小学校統合とは、具体的にどのようなものでし

ょうか。 

 

教育部総務 

古閑課長 

今後、人口減少が進むにつれ、財政規模が縮小していくほか、

学校を支える教職員不足等の問題が見込まれます。現状維持の

ままでは、将来を生きる子どもたちに負担が先送りされてしま

いますので、そういった負担をさせない思いで「将来負担を残

さない」と記載しております。 

 

教育長 他にご質問はありませんか。 

（全委員） （なし） 
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井上教育長 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第３号議案 令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申

出の臨時代理について」について、賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第３号議案を原案のとおり承

認いたします。 

次に、「第４号議案 久留米市手数料条例の一部を改正する

条例に係る意見の申出の臨時代理について」を議題といたしま

す。 

 

第４号議案 久留米市手数料条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の臨時代理に 

ついて 

井上教育長 

 

 この議案について、事務局からの説明を求めます。 

 

教育部 

藤原次長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

井上教育長 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第４号議案 久留米市手数料条例の一部を改正する条例

に係る意見の申出の臨時代理について」、賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第４号議案を原案のとおり承

認いたします。 

次に、「第５号議案 久留米市立小学校設置条例の一部を改

正する条例に係る意見の申出の臨時代理について」を議題とい

たします。 
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第５号議案 久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の 

臨時代理について 

井上教育長 

 

 この議案について、事務局からの説明を求めます。 

 

教育部総務 

古閑課長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 

 

井上教育長 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第５号議案 久留米市立小学校設置条例の一部を改正す

る条例に係る意見の申出の臨時代理について」、賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第５号議案を原案のとおり承

認いたします。 

 

次に報告事項に移ります。 

 

 

報告事項 

（１）教育委員会後援事業等に関する報告 

（２）（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会の設置について 

（３） 令和７年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について 

（４） 中学校部活動の地域移行（展開）に向けた取組状況について  

 

今後のスケジュール 

  

  〇３月定例会：３月２７日（金）９：００～１０：３０ 

   場所：久留米市役所本庁２０階 第３委員会室 

 

  〇４月定例会：４月３０日（木）９：００～１０：３０ 

   場所：久留米市役所本庁２０階 第３委員会室 
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非公開議案 

第６号議案 令和８年度久留米市立高等学校教職員の人事異動について 

 非公開 当日配布   

（非公開で審議後、第６号議案は原案のとおり承認された。） 

 

第７号議案 令和８年度久留米市立学校教職員（管理職）の人事異動内申の臨時代理 

について 非公開 当日配布   

（非公開で審議後、第７号議案は原案のとおり承認された。） 

 

井上教育長 以上をもちまして、久留米市教育委員会２月定例会を終了いた

します。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 


